
産学共創 C 棟２階施設使⽤規約 
 

令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
⼤阪⼤学共創機構⼈材育成室 

 
（総則） 
第 １ 条  この「産学共創 C 棟２階施設使⽤規約」（以下「本規約」という）は産学共創

C 棟２階（以下「当施設」という）の使⽤に係る⼿続きおよび注意事項等について定める。 
 
２ 本規約に定める業務は事務局が⾏うこととし、事務局業務は⼤阪⼤学共創機構⼈材育

成室(以下「⼈材育成室」という) が担う。 
 
３ 事務局は⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘 2−8 テクノアライアンス棟 A409 ⼤阪⼤学共創機構⼈材

育成室内に置く。 
 
（使⽤⽬的と制約） 
第 2 条   当施設内に設置するスペース（別表第１参照）と機材（別表第２参照）につい

ては、Innovatorsʻ Club（以下、i-Club）のメンバーがスタートアップや⾃⾝の事業プロジ
ェクトの創出に資する以下のイベント等の活動を⽬的とする場合に使⽤できる。 

 （１） i-Squad やスタートアップ事業の創出に資する活動 
（２） イノベーション創出のための起業家⼈材育成に資する活動 
（３） その他、事務局が認めた活動 

２ 当施設はイベントや上記事項のほかにも i-Club メンバーのプレイヤー及びパートナー
の打ち合わせ等で使⽤できるが、プロジェクト創出に直結する打ち合わせやコラボレーシ
ョンを促進することなど、イノベーションに寄与する活動での場合に限る。 

３ 当施設での活動には、当施設担当教員が同席することがある。 
４ 以下に該当する場合は、当施設の使⽤はできない。 
（１） 営利⽬的のイベント等での使⽤（参加費を徴収する場合でも、実費相当額の徴収に

とどまるなど、公益性の⾼いイベント等はこの限りではない） 
（２） 政治・宗教的な⽬的での使⽤ 
（３） 趣味・⽂化事業などでの使⽤ 
（４） 学友会・同窓会活動での使⽤ 
（５） 反社会的な団体等の使⽤ 
（３） 使⽤許可申請書の予約者⾃らが使⽤しない場合 
（４） その他当施設の趣旨に合致しないと事務局が判断した活動での使⽤ 
 



（使⽤時間 及び備品の使⽤） 
第 ３ 条  当施設の使⽤時間、機材等の使⽤は原則として次の通りとする。 
（１） イベント開催時の使⽤時間 

ア 平⽇ 9時 00分〜21時 00分（⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く ） 
  ただし、⼟・⽇・祝⽇のイベント開催等については内容を審議の上、決定する。 
イ 上記時間以外、もしくは⼟⽇祝⽇の利⽤を希望する場合は、１週間前までに当施

設に相談すること。 
ウ 設営、準備や撤収、原状回復にかかる時間も使⽤時間に含む。なお、設営や原状

回復は当施設指⽰のもと、利⽤者側にて執り⾏うものとする。 
（２） 打ち合わせ等による使⽤時間 
    平⽇ 9時 00分〜19時 00分（⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く ） 
（３） 当施設使⽤者は、備え付けの備品（⼀部を除く）・機材（別表２参照）を使⽤するこ

とができる。ただし、機材については、機材の安全管理講習を受講したもののみ使
⽤することができる。 

 
（問合せ受付及び使⽤申請） 
第 ４ 条   問合せ受付および使⽤申請については次の通りとする。  
（１） 問合せ受付時間 
    ⽉〜⾦曜⽇/10時 00分〜17 時 00分 
    ただし、⼟・⽇・祝⽇及び年末年始を除く。  
（２） 受付場所及び問合せ先  
    ⼤阪⼤学共創機構⼈材育成室内 i-Club 事務局 
    メールアドレス：iclub＠uic.osaka-u.ac.jp 
    〒565-0871 ⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘２−８テクノアライアンス棟 A409 
    TEL： 

FAX： 
（３） イベント等での当施設の使⽤申請 

i-Club メンバーで当施設でのイベントを開催する者は、事務局が定める⼿続きによ
り施設利⽤申請を⾏い、申請内容について事務局が所定の審査を⾏ったあと、利⽤
可否について通知するものとする。  

ア 予約受付開始時期  
  随時。 ただし開催⽇までに 1 ヵ⽉を切っている場合は、⽇程変更を要請する場

合がある。  
イ 予約⽅法 
① ホームページのイベントカレンダーや事務局へ問い合わせにて空きを確認し、
開催⽇を第三希望⽇まで選定する。  



② 施設使⽤申請フォームに概要を記載し、送信する。 
（４） イベント以外での当施設の使⽤について 

当施設の使⽤を希望する者は、ホームページや事務局への問い合わせ等で施設の空
き状況を確認し、予約が⼊っていないスペースについては⾃由に使⽤することがで
きる。 

（５） 当施設⾃主事業の優先 
    当施設の⾃主事業や公共的な催事などにより、予約を受け付けできない場合がある。  
 
(キャンセル・予約内容の変更) 
第 ５ 条   予約のキャンセル・申請内容の変更については次のとおりとする。  
（１） イベント使⽤のキャンセル  

使⽤予定者は、原則として、使⽤許可後のイベントのキャンセルはできない。やむ
を得ない事情により使⽤を取り消す場合は、イベント開催⽇ 2 営業⽇前までに事務
局まで連絡する。  

（２） イベントに係る使⽤備品等の変更  
使⽤予定者は、使⽤許可後、都合により使⽤機材等を変更する場合は、速やかに事
務局まで連絡する。施設・機材等の使⽤が可能な場合に限り、変更可能とする。 

（３） イベント以外での当施設使⽤のキャンセル 
使⽤予定者は、予約後、都合により使⽤を取り消す場合は、すみやかに事務局まで
連絡する。なお無断キャンセルが続いた場合は、今後の使⽤を制限する場合がある。  

（４） イベント以外での当施設使⽤に関わる内容の変更 
使⽤予定者は、予約後、都合により⽇程、使⽤施設、使⽤機材等を変更する場合は、
速やかに事務局まで連絡する。 

 
(使⽤開始から終了まで) 
第 ６ 条   使⽤者は、当施設の使⽤開始から終了まで次の事項を遵守すること。  
（１） 使⽤施設の開場  

 開場後の扉の開閉及び⼈の出⼊りについては、使⽤者で管理すること。使⽤時間は、
「施設使⽤申請書」の時間内であるため、退室の時間(最⼤ 21 時)は厳守すること。  

（２） 会場設営 
会場内の机・椅⼦の設営は使⽤者で⾏い、終了後は職員の指⽰のもと元の位置に戻
す。 

（３） 清掃・原状回復 
使⽤後の清掃、椅⼦・机等の原状回復が終わった際は、当施設職員まで連絡するこ
と。当施設 職員が確認し、清掃等が不⼗分な場合は、改めて清掃等を依頼する場合
がある。なお、当施設 職員において、著しく原状回復を怠ったと判断した使⽤者は



次回以降の使⽤を制限することがある。  
（４） 施設使⽤報告 

開催イベント終了後、何らかの⼿段により、イベント終了後 1 週間以内に⼈材育成
室へ報告すること。なお、当施設担当職員において、イベントや 打ち合わせ等の内
容が第 2 条、第 3条に合致しないと判断した使⽤者は、次回以降の使⽤を制限する
ことがある。  

（５） 参加者名簿  
参加申込者の情報及び参加者の名簿については、当施設にて提供を求める場合があ
るため、事前に参加者に同意を得ておくこと。  

（６） 施設の下⾒・⾒学、機材の動作確認  
施設の下⾒・⾒学時間は、原則として、⽉~⾦曜⽇(⼟・⽇・祝⽇を除く)の 9時 00 
分~17 時 00分とする。ただし、当施設が使⽤中の場合、下⾒・⾒学ができない場合
があるため、事前に⼈材育成室に問い合わせる。  
 

(使⽤上の注意事項) 
第 ７ 条   使⽤上の注意事項は次の通りとする。  
（１） 飲⾷ 

当施設での催事における飲⾷及び飲酒を希望する場合は、当施設の使⽤申請を⾏う
際、申請書に記載すること。ただし、飲酒については 18 時以降とし、20歳未満の
参加者が含まれる場合は禁⽌する。なお、事務局において、当施設での交流を⽬的
とした飲⾷及び飲酒を⾏うことが、感染症拡⼤防⽌等の観点から実施しないと判断
した際には、飲⾷・飲酒については認めないとし、参加者が持参する昼⾷や⼣⾷な
どの⾷事やアルコール以外の飲み物の飲⾷については、黙⾷を前提に認める。  

（２） ごみの処理 
使⽤者は、当施設を使⽤後に発⽣したごみは持ち帰ること。⼤量にゴミが発⽣し、
ゴミの処理を依頼したい場合は事前に⼈材育成室の問合せ、相談する。 

（３） 案内板等の設置  
当施設担当職員が事前に許可していない場所への案内板の設置、掲⽰は禁⽌する。
無断で掲⽰・設置されたものは、撤去する。また、その際に⽣じる費⽤については
使⽤者の負担とする。  

（４） 駐⾞場 
周辺の駐⾞場を利⽤する。また、阪⼤外部からの参加者については⼊場料は各⾃負
担をする。  

（５） 防⽕・防災 
ア ⽕気の使⽤は禁⽌する。 
イ ⾼圧ガス・ガソリン・灯油等の危険物の持ち込みを禁⽌する。  



ウ 当施設は全⾯禁煙とする。 
（６） 関係法令等の遵守  

使⽤者は、施設を使⽤するにあたり、関係法令及び使⽤案内に定められた事項を遵
守するとともに、関係業者・来場者等に対しても周知徹底する。 

（７） 譲渡・転貸の禁⽌ 
使⽤者は、使⽤承認されたことによって⽣じる全部⼜は⼀部の使⽤権を第三者に譲
渡⼜は転貸することはできない。  

（８） 職員の⽴ち⼊り及び指⽰ 
ア 施設管理の必要上、当施設担当職員がスペースへ⽴ち⼊ることがある。 
イ 当施設の安全な運営のため、使⽤者は当施設担当職員による指⽰には必ず従う。  

 
(使⽤許可の取消と以後の使⽤制限) 
第 ８ 条   ⼈材育成室において、使⽤者または使⽤予定者が、次の事項に該当すると判
断した場合は、当該使⽤許可を取り消すとともに、当該使⽤者または使⽤予定者及びその
関係団体等による以後の当施設使⽤を許可しないことができる。 

（１） 本規約に違反したとき。 
（２） 虚偽の申請、その他不正な⼿段により使⽤許可を受けた事実が明らかになったと認

められるとき。  
（３） 公序良俗、法律、条例、規則に違反するおそれがあると認められたとき。暴⼒団の

利益となる使⽤と認められたとき(使⽤許可後に暴⼒団の利益となる使⽤が判明し
た場合も使⽤を取り消す。暴⼒団の利益について条例に基づき、⼤阪府警本部に照
会をする場合がある)。  

（４） ⼤阪府公衆に著しく迷惑をかける暴⼒的不良⾏為等の防⽌に関する条例に抵触する
⾔動や当施設担当職員への威圧的⾔動などにより、当施設の秩序を乱す恐れがある
とき。 

２ 事務局において、次の事項に該当すると判断した場合も使⽤許可を取り消すことがで
きる。  

（１） 災害、その他の事情により、施設の使⽤ができなくなったと認められたとき。  
（２） ⼯事、その他の事情により、施設の管理・運営上⽀障があると認められたとき。  
 
(管理責任および賠償責任) 
第 ９ 条   管理責任および賠償責任については次の通りとする。 
（１） 管理責任 

ア 使⽤期間中に、当施設内（とそれに関係する施設）で発⽣した事故は、すべて使
⽤者の責任とし、事務局は賠償責任等その他⼀切の責任を有さない。 

イ 使⽤者⾃⾝ではなく来場者等の⾏為でも、使⽤者の責任として処理する。 



ウ 使⽤者は、使⽤期間中、施設及び付帯設備の保全に万全の注意を払うとともに、
来場者の安全確保について責任を持って必要な措置(来場者に対する整理・案内)
を講じる。 

エ 使⽤者が連続使⽤する場合に残置する物品・使⽤機材等については、事務局は保
管の責任を負わない。 

（２） 損傷等の届出と賠償責任 
ア 使⽤に際して、施設等を棄損・汚損・滅失したときは、直ちに当施設担当職員に

その旨を届け出てその指⽰に従う。 
イ 使⽤に際して、施設等を棄損・汚損・滅失したときは、使⽤者の責任において原

状回復をするか、その損害を賠償する。ただし、原状回復義務と損害賠償義務の
双⽅を課す場合がある。  

ウ 使⽤中に⽣じた使⽤者及び来場者等の所有物・所持品の盗難・棄損については、
その原因に関わらず、当施設では⼀切、賠償の責任を負わない。 

エ 使⽤者が第三者の所有物を汚損・棄損したときも、事務局では⼀切、賠償の責任
を負わない。  

 
(免責事項) 
第 １０ 条   免責事項については次の通りとする。  
（１） 本規約に基づく当施設の利⽤の提供・備品等の・貸出にかかるサービスの内容・品

質は、⼈材育成室がその時点で提供可能なものとする。⼈材育成室はサービスの完
全性、正確性、適⽤性、有⽤性等に関し、いかなる責任も負わない。当施設内ネッ
トワークの利⽤にあたり、その内容及び品質を保証するものではない。  

（２） 事務局は、貸出施設で使⽤される機器に対して、ウイルス感染、ハードウェア故障、
データ消失など、いかなる責任も負わない。  

（３） 事務局は、これらにより発⽣した使⽤者の損害(他社との間で⽣じた紛争等に起因す
る損害を含む。)及びサービスを利⽤できなかったことにより発⽣した使⽤者、また
は、他者の損害に対し、いかなる責任も負わず、損害賠償義務を⼀切負わない。  

  
(規約の改定) 
第 １１ 条   本規約は、⼈材育成室が必要に応じ変更できるものとし、規約を変更した

場合には、⼈材育成室は変更内容を i-Club のHPにて公表するものとする。  
 
(別途協議事項) 
第 １２ 条   本規約に定めのない事項については、原則として当施設担当職員の指⽰に
従うこと。ただし当施設の活⽤効果が向上するなどの場合においては、使⽤者と当施設担
当職員が別途協議のうえで、本規約の趣旨や法令等に反しない限りにおいて柔軟に対応す



る。  
 
附則 
この規約は、令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇より施⾏する。 
 
施設利⽤申し込みフォーム 
https://forms.gle/KEfBgNJ4J6xbKhHNA 
 

  



 
（別表第１）産学共創 C 棟２階施設 レイアウト 

 

  



（別表第２）機材⼀覧 
3Dプリンタ 1 
マシン名：Qholia 
使⽤可能素材： PLA、ABS、PETG、ナイロン、⽊質、その他 260度以下で使⽤可能な樹
脂 
C2Fには PLA樹脂の在庫あり 
Z⽅向最⼩移動単位： 0.000125mm 
造形可能範囲： X210 × Ｙ205 × Z205mm 
ノズル径： 0.3mm 
フィラメント径： 1.75mm 
対応データ形式： gcode (C2Fの共⽤ PC の kisslicer で変換可能) 
データ⼊⼒⽅法： SDカード(専⽤カードを利⽤) 
 
 
3Dプリンタ 2 
マシン名：Mutoh MF-2000 
造形⽅式：熱溶融積層(FDM)⽅式 
使⽤可能素材： ABS/PLA 
C2Fには PLA樹脂の在庫あり 
Z⽅向最⼩移動単位： 0.1 mm 
造形可能範囲： X210 × Ｙ205 × Z205mm 
ノズル径： 0.3mm 
フィラメント径： 1.75mm 
対応データ形式： STL 
データ⼊⼒⽅法： USB接続 
 
3Dプリンタ 3 
マシン名：Form3 (Formlab) 
造形⽅式：光造形(SLA)⽅式 
使⽤可能材料：レジン（Clear, Elastic, Tough） 
最⼩積層ピッチ：0.025mm(Clear), 0.05mm(Elastic, Tough) 
造形可能範囲： X145 × Ｙ145 × Z185mm 
レーザ焦点径： 0.085mm 
レーザ出⼒： 250mW 
対応データ形式： STL 
データ⼊⼒⽅法： USB接続 



 
 
レーザーカッター 
マシン名：trotec Speedy 100 
加⼯エリア： 608×303ｍｍ 
最⼤材料の⾼さ： 170ｍｍ 
最⼤加⼯速度： 2,800ｍm/秒 
制御精度： 5μｍ 
繰り返し精度： ±15μｍ 
加⼯ソフト： Adobe Illustrator 
 
 


